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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 
施行規則の一部を改正する省令等について 

 
今般、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の

一部を改正する省令が公布され、本日（24 日）より施行されることとなり、厚

生労働省健康局結核感染症課から各都道府県等の新型インフルエンザ担当部

局に対し、添付のとおり通知、事務連絡が発出されましたのでご連絡申し上げ

ます。 
今回の省令改正により、医療機関が新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ1Ｎ1。以下

同じ）の患者（疑似症患者を含む。以下同じ）を診断した場合であって、感染

症法第 12 条に基づく保健所への届出が必要な場合は、下記のとおりとなりま

す。 
また、今回の改正に伴い症例定義の変更が行われ、同様に厚生労働省より通

知されております。 
つきましては、貴職におかれましても本件についてご了知いただきますとと

もに、貴会管下の郡市区医師会および医療機関に対し周知いただきたくご高配

のほどお願い申し上げます。 
 

記 
 
○ 医師が新型インフルエンザ患者を診断した場合で感染症法第12条に基づき

医師による保健所への届出が必要となるケース 
・ 当該医師が同一の施設に通う患者でインフルエンザ様症状を呈する者

を 1 週間以内に 2 名以上診察した場合 
⇒保健所へ届出 
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・ 新型インフルエンザ患者と診断した患者に対し、問診等により当該患者

の属する集団（学校、社会福祉施設、医療施設、職場、部活動、サーク

ル、塾、寮などで目安としては 10 名以上の集団）で他に新型インフル

エンザ様症状を呈している者がいる可能性があると判断。 
  ⇒保健所に連絡し、患者の属する施設で確定患者が出ていることが判

明した場合、または保健所に寄せられた連絡の内容から集団発生が

疑われる場合 
  ⇒保健所へ届出 

 
以上 

 
 
 
＜添付資料＞ 
１． 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の

一部を改正する省令について（施行通知）（平 21.7.22 健感発 0722 第

１号 厚生労働省健康局結核感染症課長通知） 
２． 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の

一部を改正する省令の施行に伴う運用の変更について（Ｑ＆Ａ等）（平

21.7.22 厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡） 
３． 新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ1Ｎ1）に係る症例定義及び届出様式等につ

いて（平 21.7.22 健感発 0722 第 2 号 厚生労働省健康局結核感染症課

長通知） 
 
















